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【その他・注意事項】

　・この臨時窓口では、マイナンバーカードの申請は受付できませんのでご注意ください。

　・マイナンバーカードの有効期間は、発行日から１０回目の誕生日（未成年者は５回目）まで、電子証

　　明書の有効期間は、年齢問わず発行日から５回目の誕生日までです。

　・マイナンバーカード申請・受領、電子証明書の発行、暗証番号の再設定は事前予約制となりますので、

　　詳しくは役場住民課（☎８３－２１８２）までお問い合わせください。

　・対象となるキャッシュレス決済サービスについては、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－

　　９５－０１７８）などでご確認ください。

　・キャッシュレス決済サービスにより、事業者が指定する事前登録手続きが必要なものがあります。　

　 マイナンバー総合フリーダイヤルやキャッシュレス決済サービス事業者にご確認ください。（例：Ｓｕ

　　ｉｃａ、イオンカード、セゾンカードなど）

　・マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください。

【マイナポイント第２弾の概要】

　令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。

（１）申込期限　令和５年２月２８日 

（２）付与されるポイントの種類

種　　類 内　　容 付与方式

①マイナンバーカードを
新規に取得で最大５，０００
円相当のポイント

　マイナンバーカードを取得された方のうち

マイナポイント第１弾に申し込んでいない方

（マイナンバーカードをこれから取得される

方も含む）が対象です。

　マイナポイント第１弾に申し込んだ方で、

最大 5,000 ポイントまで付与を受けていない

場合は、引き続き上限（5,000 ポイント）ま

でポイントの付与を受けることができます。

　マイナポイント申込

で選択した決済サービ

スでのチャージまたは

お買い物がポイントの

付与対象です（利用金

額の 25％のポイント）。

②健康保険証としての利用
申込で７，５００円相当のポ
イント

　お持ちのマイナンバーカードを、健康保険

証として利用できるよう申し込み、マイナポ

イントの申し込みをするとポイントを受け取

ることができます。

　利用申込情報を確認

後、マイナポイント申

込で選択した決済サー

ビスにポイントが付与

されます。

③公金受取口座の登録で
７，５００円相当のポイント

　ご自身の預貯金口座を国（デジタル庁）に

登録し、マイナポイントの申し込みをすると

ポイントを受け取ることができます。

　利用申込情報を確認

後、マイナポイント申

込で選択した決済サー

ビスにポイントが付与

されます。

（３）マイナポイントの申込方法

　ご自身でお申し込みの方は、以下の方法でマイナポイントの申し込みができます。

　①マイナンバーカード読取り可能なスマートフォンを利用して、マイナポイントアプリから申し込む。

　②マイナンバーカード読取り可能なカードリーダを接続したパソコンを利用して、マイナポイント申込サ

　　イトから申し込む。

　③郵便局、コンビニ、携帯ショップなど、マイナポイント手続きスポットの端末を利用して申し込む。

※マイナンバーカードやマイナポイントについて詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、マイナ

ンバー総合フリーダイヤル（☎０１２０－９５－０１７８）へお問い合わせください。

〔総務省ホームページ〕　https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

※問い合わせは、総務課　☎８３－２２５９
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